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ख・ॿ

ʢ̍ʣࣇಐҭखʢҭखʣ

ʢ̎ʣࣇಐැཆख

18歳に達する年度の年度末（３月31日、ただし4月１日生まれは前日の３月31日ま
で）までの子どもを育てているひとり親家庭などに支給されます。所得制限があります。

18歳に達する年度の年度末（３月31日、ただし4月１日生まれは前日の３月31日ま
で）までの子ども、または20歳未満で中度以上の障害を有する子どもを育てているひと
り親家庭などに支給されます。所得制限があります。

（令和７年4月１日現在）

ֹ݄څࢧ ݄څࢧ

児童１人につき13,500円 原則２、６、10月の中旬以降

ֹ݄څࢧ ݄څࢧ

̍ਓ
全部支給 46,690円

原則１、３、5、７、9、11月の
中旬以降

一部支給 46,680〜11,010円

̎ਓҎ߱
Ճֹࢉ

全部支給 11,030円

一部支給 11,020〜5,520円

【問合せ先】 各総合支所子ども家庭支援課 手当担当▶

【問合せ先】 各総合支所子ども家庭支援課 手当担当▶

P40-41

P40-41
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ʢ̏ʣࣇಐख

ʢ̑ʣ子どもҩྍඅॿʢҩྍূͷަʣ

18歳に達する年度の年度末（３月31日、ただし4月１日生まれは前日の３月31日まで）
までの子どもの保護者に支給されます。所得制限はありません。

18歳に達する年度の年度末（３月31日、ただし4月１日生まれは前日の３月31日まで）
までの子どもを対象として医療費の一部を助成します。

年ྸ ֹ݄څࢧ

ୈ̍子ɾୈ̎子
ͷੜͷ݄までʣࡀະຬʢ̏ࡀʙ̏ࡀ̌ 15,000円

年までʣࡀ��ੜ૬ʢߍߴʙࡀ̏ 10,000円

ୈ̏子Ҏ߱ 年までʣࡀ��ੜ૬ʢߍߴʙࡀ̌ 30,000円

【問合せ先】 子ども家庭課 子ども医療・手当担当▶

【問合せ先】 子ども家庭課 子ども医療・手当担当▶

ʢ̐ʣͻͱΓ家庭ҩྍඅॿʢҩྍূͷަʣ

18歳に達する年度の年度末（３月31日、ただし4月１日生まれは前日の３月31日まで）
までの子ども、または20歳未満で中度以上の障害を有する子どもを育てているひとり親
家庭などに保険診療の自⼰負担分の一部を助成します。所得制限があります。

【問合せ先】 各総合支所子ども家庭支援課 手当担当▶ P40-41

P41

P41
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ʢ̒ʣཆҭඅͷऔܾΊʹؔ͢Δެਖ਼ূॻ࡞අ༻ॿ

養育費の取決めに要する公正証書の作成費用や家庭裁判所への申し立てに係る費用を
助成します。詳細は区ホームページをご参照ください。

詳しくはこちら▶

【問合せ先】 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当▶ P41

ʢ̓ʣೖӃॿ࢈

出産のための入院費用の支払いが困難な妊産婦に対し支援する制度で、出産前の事前
相談が必要です。区内在住の、指定された助産施設（病院）で出産される方が対象で、所
得制限があります（現在通院している医療機関が助産施設でない場合、転院する必要があ
ります）。

【問合せ先】 各総合支所子ども家庭支援課 家庭支援▶ P40-41
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໔আ

ʢ̍ʣ+3௨ۈఆظं݊ͷׂҾ

児童扶養手当を受給している（児童扶養手当証書が交付されている）世帯の方が、JRを
利用して通勤している場合は、通勤定期乗⾞券を３割引で購入できます。

ʢ̏ʣਫಓ・Լਫಓྉۚͷݮ໔

児童扶養手当を受給している（児童扶養手当証書が交付されている）世帯は、水道、下
水道料金の減免制度があります。

ʢ̎ʣӦަ௨ແྉं݊ͷަʢ̍ਓʹݶΔʣ

児童扶養手当を受給している（児童扶養手当証書が交付されている）世帯等の世帯員の
うち、１人に限り都営交通(都電・都バス・都営地下鉄・日暮⾥舎人ライナー)の無料乗⾞
券が交付されます。

ʢ̐ʣૈେ͝Έॲཧखྉͷ໔আ

児童扶養手当を受給している（児童扶養手当証書が交付されている）世帯、またはひと
り親家庭等医療費助成を受けている（マル親医療証が交付されている）世帯は、粗大ごみ
等処理手数料の免除制度があります。

【問合せ先】 （１）〜（４）各総合支所子ども家庭支援課 手当担当▶ P40-41
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ି

ʢ̍ʣ౦ژ子ٴͼ子ۚࢿࢱ

就学支度資金・修学資金・転宅資金・医療介護資金などを原則として無利子で貸付け
ます。都内に６か月以上居住している20歳未満の子どもを扶養するひとり親家庭が対象
です。原則連帯保証人が必要で、未払いのものが対象です（要事前相談）。
※就学支度・修学資金は申請時点で都内に居住していれば対象

ʢ̏ʣੜ׆ۚࢿࢱ

低所得世帯などを対象に、高校・大学などの学費や、就職活動を支援する制度（要件
あり）です。なお、東京都母子及び父子福祉資金などから優先してご利用いただくこと
になっています。

ʢ̎ʣ世田谷区子ٴͼ子Ԡٸখۚࢿޱ

病気、就職、災害などの際に、応急に必要な資金を無利子で貸付けます。区内に３か
月以上居住している20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭が対象です。貸付限
度額は10万円以内です。

（３）ぷらっとホーム世田谷B▶

【問合せ先】 （１）（2）各総合支所子ども家庭支援課 家庭支援▶

P42
P40-41




